
例えば・・・ 譲渡損失を繰り越した場合の税額の計算
Ａさんは、平成２３年に１２年前から住んでいた分譲マンションを売却し、

住宅ローンを利用して戸建て住宅に買い換えましたが、譲渡したマンショ
ンの譲渡収入が１，８００万円、住宅取得費が４，８００万円、譲渡費用が
９０万円で、結局３，０９０万円の譲渡損失が生じました。年収７２５万円の
Ａさんは、平成２３年度の所得と損益通算して、控除しきれなかった損失
を翌年以降３年にわたって繰り越して控除することにしました。

平成２３年 ７２５万円－３，０９０万円＝△２，３６５万円 税額０円

平成２４年 ７２５万円－２，３６５万円＝△１，６４０万円 税額０円

平成２５年 ７２５万円－１，６４０万円＝△９１５万円 税額０円

平成２６年 ７２５万円－９１５万円＝△１９０万円 税額０円

「住宅の買換えによる損失の繰越控除等」や「住宅の
譲渡損失の繰越控除等」の税制を利用すると・・・・・・

購入時に比べて値下がりした住宅を売却すると損
失が出ますが、その損失は３年間に繰り越して総
所得金額から控除できます。(買換えなくても可)

特に、買換えをご計画の方は、減った
所得税の分だけ資金が増えたことになります。
絶好のタイミングを逃すことなく

夢を実現してください！

こんなにお得な制度は使わなければ損です！

「住宅の買換えによる損失の繰越控除等」や「住宅
の譲渡損失の繰越控除等」の主な適用条件
①買換えの場合、自己の居住用住宅で、譲渡年の１月１日における
所有期間が５年を超えるもの。
②買換えを前提としない場合、平成１６年から平成２３年までの間に、
自己の居住用住宅で譲渡年の１月１日における所有期間が５年を
超えるもの。
③買換えの場合、譲渡年の前年１月１日から譲渡年の翌年１２月
３１日までに自己の居住用家屋(居住用部分の床面積が５０㎡以
上のもの)を取得し、その取得の日から取得年の翌年１２月３１日
までの間に居住または居住の見込みであること。
④買換えの場合、買換え資産の取得年の１２月３１日に買換え資産
の取得に関る償還期間１０年以上の住宅借入金等の残高を有す
ること。(譲渡資産は借入金残高の有無を問われません)
⑤買換えを前提としない場合、譲渡契約を締結した日の前日まで
において譲渡資産に係る償還期間１０年以上の一定の住宅借入
金等の残高を有すること。

「賃貸は損、売却は得」はここでも言えます！
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